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門川町新庁舎建設
に向けた取り組みについて
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これまでの経緯
・平成25年度 「庁舎改築等内部検討プロジェクトチーム」を立ち上げ

現庁舎が抱える問題や課題、財源について検討（7回）

・平成27年度 「門川町公共施設等総合管理計画等策定委員会」において
本町保有の公共施設全体と併せて調査・研究
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・平成28年12月 地方財政計画により、緊急防災・減災事業債の期間延長

・平成29年 3月 プロジェクトチームによる「門川町新庁舎建設基本構想
（素案）」の作成

・平成29年4～6月 町広報への記事掲載、町民アンケート調査実施、

町民審議会開催（3回）、検討委員会開催（6回）



１.新庁舎建設の必要性
昭和43年建築で約50年経過する中で、現庁舎の現状は、

・行政需要の多様化に伴うもの ・庁舎内にゆとりがない

・窓口が分散してわかりづらい

建物建物建物建物としてとしてとしてとして
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機能機能機能機能としとしとしとしてててて

・老朽化に伴うもの ・維持管理費の増大

・窓口が分散してわかりづらい

・平成15年度に耐震補強工事を施工しているが、南海トラフ巨大地
震による津波災害時の防災拠点施設として機能できるか危惧される。



1.新庁舎建設の必要性
新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの必要性必要性必要性必要性をををを整理整理整理整理するとするとするとすると

（（（（１１１１））））防災拠点施設防災拠点施設防災拠点施設防災拠点施設としてのとしてのとしてのとしての重要性重要性重要性重要性
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（（（（２２２２））））町民町民町民町民のののの利便性利便性利便性利便性とととと町民町民町民町民サービスサービスサービスサービス上上上上のののの課題課題課題課題

（（（（３３３３））））設備設備設備設備のののの老朽化老朽化老朽化老朽化とととと環境対策環境対策環境対策環境対策

（（（（４４４４））））財政的財政的財政的財政的なタイミングなタイミングなタイミングなタイミング



1.新庁舎建設の必要性
（１）防災拠点施設としての重要性

◆東日本大震災や熊本地震では、市町村庁舎が壊滅的な

被害を受け、住民生活やまち全体の復旧・復興に大きな影

響が出ています。
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◆平成１５年度に耐震補強工事を施工しているが、南海トラ

フ巨大地震による津波災害では、２～５mの津波浸水が想

定されており、防災拠点施設としての機能が危惧されます。

（※現庁舎の位置は、海抜３.５ｍです）



1.新庁舎建設の必要性
（２）町民町民町民町民のののの利便性利便性利便性利便性とととと町民町民町民町民サービスサービスサービスサービス上上上上のののの課題課題課題課題

◆別館の増改築等によって窓口が分散して分かりづらい。

◆バリアフリー対策が十分とはいえず、エレベーターもない為、
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◆バリアフリー対策が十分とはいえず、エレベーターもない為、

高齢者や障がいのある方、車椅子や介添えが必要な方へ

の利用に支障が出ている。



1.新庁舎建設の必要性
（3）設備の老朽化と環境対策

◆冷暖房・給排水等設備の維持や雨漏り対策・照度の確

保に限界があり、経済効率性に欠け、維持修繕費が

年々増加している。
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年々増加している。



1.新庁舎建設の必要性
（４）財政的なタイミング
◆平成２５年度から「庁舎改築等内部検討プロジェクトチーム」

にて、現庁舎が抱える問題や防災拠点施設としての機能、

町民の利便性の面から庁舎建替えについて検討してきまし

たが、最大の課題が「財源の確保」でした。
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たが、最大の課題が「財源の確保」でした。

◆プロジェクトチームでは、最適な財源として「緊急防災・減災

事業債」の調査・研究を行っていましたが、活用期間が２８

年度までとなっていました。



1.新庁舎建設の必要性
（４）財政的なタイミング

「緊急防災・減災事業債」の活用期間が

平成２ڵফ২から３２ফ২までの された。4年間延長
（平成２ڴফ１２াの地方財政計厐により）
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この財政的なॱインॢと、ల勵の町ড়の負担を
考え、緊急防災・減災事業債を活用できる期間内
に事業をവしなけれयなりまच॒。



1.新庁舎建設の必要性
（４）財政的なタイミング
緊急防災・減災事業債とは？

・条 件：津波浸水想定区域にあって津波対策の観点から移転が
必要と位置づけられた公用施設の移転であること。

・有匏な点：りたおসと匏අの内、70％が国から地方交付税として
戻ってくる町負担が軽い町債（স）です。
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・有匏な点：りたおসと匏අの内、70％が国から地方交付税として
戻ってくる町負担が軽い町債（স）です。

・総事業費のイメージ

国負担（交付税）
70％

町負担
30％

新庁舎建設基স
一般財源

基金基金基金基金 町債町債町債町債



1.新庁舎建設の必要性
町民の重要な共通財産である

現庁舎が抱える様々な問題を

克服しなければなりません。
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克服しなければなりません。

「新庁舎建設」が町政の重要かつ喫緊の課題
と考えます。



２.新庁舎建設の基本的な考え方

（１）ユニバーサルデザインに配慮した庁舎

（２）ষ政৽協の捓厾৲につながる庁舎
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（３）町ড়の安全を守る防災拠点としての庁舎

（４）議会活動を推進する場

（５）無駄を匚いた৽匡的な庁舎



２.新庁舎建設の基本的な考え方
（（（（１１１１））））ユニバーサルデザインにユニバーサルデザインにユニバーサルデザインにユニバーサルデザインに配慮配慮配慮配慮したしたしたした庁舎庁舎庁舎庁舎

町民と行政のコミュニケーションが円滑に図れるよう

配慮し、町民に開かれた町民のための庁舎、誰もが
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使いやすいユニバーサルデザイン※に配慮した庁舎

※※※※ユニバーサルデザイン
障がいのある方、高齢者等の区分なしに全ての

人にとって使いやすいようにデザインされたもの



２.新庁舎建設の基本的な考え方
（（（（２２２２））））行政経営行政経営行政経営行政経営のののの効率化効率化効率化効率化につながるにつながるにつながるにつながる庁舎庁舎庁舎庁舎

来庁者にとって、誰もが分かりやすく利用し

やすい施設であるとともに、住民サービスの向
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上を含め将来の行政需要の増大等に対して、

柔軟に対応できる庁舎



２.新庁舎建設の基本的な考え方
（（（（３３３３））））町民町民町民町民のののの安全安全安全安全をををを守守守守るるるる防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてのとしてのとしてのとしての庁舎庁舎庁舎庁舎

免震構造などの高度な耐震性能、防火性能を

備え、災害時には防災・災害復旧拠点施設として
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機能し、町民の安全・安心を守る役割を十分に果

たせる庁舎



２.新庁舎建設の基本的な考え方

（（（（４４４４））））議会議会議会議会活動活動活動活動をををを推進推進推進推進するするするする場場場場

◆議決機関としての独自性を確保できる施設

◆審議・調査等が円滑に行える施設
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◆本会議や委員会等が容易に傍聴できる施設



２.新庁舎建設の基本的な考え方
（（（（５５５５））））無駄無駄無駄無駄をををを省省省省いたいたいたいた経済的経済的経済的経済的なななな庁舎庁舎庁舎庁舎

華美な要素を極力抑制して、

機能性、効率性を重視するとともに、

長期的な維持管理費の低減、省エネルギー、
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長期的な維持管理費の低減、省エネルギー、

地球環境に配慮した無駄のない庁舎



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎庁舎庁舎庁舎庁舎のののの位置位置位置位置

・・・・地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第４４４４条条条条ではではではでは、「、「、「、「住民住民住民住民のののの利用利用利用利用にににに最最最最もももも便利便利便利便利であるようにであるようにであるようにであるように、、、、交通交通交通交通
のののの事情事情事情事情、、、、他他他他のののの官公署官公署官公署官公署とのとのとのとの関係等関係等関係等関係等についてについてについてについて適当適当適当適当なななな考慮考慮考慮考慮をををを払払払払わなけれわなけれわなけれわなけれ
ばならないばならないばならないばならない」」」」とされていますとされていますとされていますとされています。。。。
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ばならないばならないばならないばならない」」」」とされていますとされていますとされていますとされています。。。。

・・・・町民町民町民町民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの結果結果結果結果

「「「「津波浸水想定区域外津波浸水想定区域外津波浸水想定区域外津波浸水想定区域外へのへのへのへの高台移転高台移転高台移転高台移転」」」」とするとするとするとする回答率回答率回答率回答率がががが、、、、61.961.961.961.9％％％％



3.庁舎の位置及び敷地
20



3.庁舎の位置及び敷地
21

門川町役場



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較 高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】
(捁として拝近ๆਁ挷の場合)

用地費 発生しない。 用地買収費が必要になる。 発生しない。

造成費
津波浸水区域内のため、高さ6メートル
の高台を築く必要がある。概算で約10 平地にするための造成費が必要となる。

また、造成工事の期間も要する。 費用と工事の期間が抑制できる。
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造成費 の高台を築く必要がある。概算で約10
億円。

平地にするための造成費が必要となる。
また、造成工事の期間も要する。 費用と工事の期間が抑制できる。

建設費等
庁舎建設費に加えて仮庁舎の建設費が必
要となる。概算で2億4千万円
（2ফ間リースの場合）

仮庁舎の建設費が勘要となる。 仮庁舎の建設費が勘要となる。

メリット ◎国道沿いにয়地しているため、交通の
匏性がよい。 ◎津波被害を避けることができる。

◎津波被害を避けることができる。
◎現庁舎から近いため、中心市街地との

連携を図ることができる。

デメリット

●仮庁舎の建設場所の確保が必要になる。
●現庁舎から仮庁舎へと仮庁舎から新庁

舎への华২の匂越し費用や電算システ
ムの整備費がかかる。

●区場の台包確保が難しい。

●まちづくりの観点から中心市街地との連携
を図る必要がある。

●॔ॡ७ス道挢の整備が必要となる。
●॔ॡ७ス道挢等の整備が必要となる。



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較

高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】
(捁として拝近ๆਁ挷の場合)
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(捁として拝近ๆਁ挷の場合)

用地費 発生しない。 用地買収費が必要になる。 発生しない。



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較

高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】
(捁として拝近ๆਁ挷の場合)
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造成費

津波浸水区域内のため、
高さ6メールの高台を築
く必要がある。概算で
10億円。

平地にするための造成
費が必要となる。
また、造成工事の期間
も要する。

費用と工事の期間が抑
制できる。



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較

高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】
(捁として拝近ๆਁ挷の場合)

庁舎建設費に加えて 仮庁舎の建設費が勘要と 仮庁舎の建設費が勘要と
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建設費等

庁舎建設費に加えて
仮庁舎の建設費が必
要となる。
概算で2億4千万円。
(2ফ間リースの場合)

仮庁舎の建設費が勘要と
なる。

仮庁舎の建設費が勘要と
なる。



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較

高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】
(捁として拝近ๆਁ挷の場合)
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(捁として拝近ๆਁ挷の場合)

メリット

◎国道沿いにয়地して
いるため、交通の匏
性がよい。

◎津波被害を避けること
ができる。

◎津波被害を避けること
ができる。

◎現庁舎から近いため、
中心市街地との連携を
図ることができる。



3.庁舎の位置及び敷地
◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較 高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】

●仮庁舎の建設場所
の確保が必要にな

●まちづくりの観点から中
心市街地との連携を図る

●॔ॡ७ス道挢等の整備
が必要となる。
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デメ
リット

の確保が必要にな
る。

●現庁舎から仮庁舎
へと仮庁舎から新
庁舎への华২の匂
越し費用や電算シ
ステムの整備費が
掛る。

●区場の台包確保
が難しい。

心市街地との連携を図る
必要がある。

●॔ॡ७ス道挢の整備が必
要となる。

が必要となる。



3.庁舎の位置及び敷地
高台への移転候補地

項目 【現在の位置】 【ড়有地への移転】 【町有地への移転】
(捁として拝近ๆਁ挷の場合)

・場所が変わらないため交
ৢのਹਙは拖いが、高さ
６メートルの高台を築くた

・津波浸水区域外の高台で、現在
のഢ面積と损২の面積を
確保する為には、造成が必要に

・現庁舎から近いため、中心市街
地との連携を図ることができると
思われる。

◎◎◎◎候補地候補地候補地候補地のののの比較比較比較比較
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まとめ

６メートルの高台を築くた
め、ఢఈの卫挭地への挼捳
が大きいと予想される。

・高台造成費と仮庁舎の
リース費等に約１２億４千
万円、২のਬ掳し費用な
ど、庁舎建設以外の費用が
必要となり、財政負担が大
きくなる。

確保する為には、造成が必要に
なり費用と期間がかかる。

・用地買収の期間と費用が必要と
なる。

・４ফ間といअ拘られたスॣ
ジュール内での庁舎建設に支障
が生じる恐れがある。

思われる。
・庁舎ૠ掌ृ場等を考ൟする
と現在の敷地卥捑と损২の規模
を有している。

・町ড়の拉負担のೄ減を考इ、
造成費や建設費等を抑えることが
できる。

・造成等の期間を抑制できるため、
４ফ間といअ拘られた事業スॣ
ジュール内での庁舎建設に適応で
きると思われる。



4.庁舎の規模等
（（（（１１１１））））庁舎庁舎庁舎庁舎のののの面積面積面積面積
総務省「平成２８２８２８２８年度地方債同意等基準運用要綱」に基づき、算出した場合

・基準となる入居職員数：144名（平成28年4月1日時点）

・職員一人当たりの面積：35.3㎡

29

算出
基礎 ・職員一人当たりの面積：35.3㎡

◎新庁舎の面積：144名 × 35.3㎡ ＝ 5,083.2㎡ →約約約約5,0005,0005,0005,000㎡㎡㎡㎡
（※今後の計画の中で増減することがあります）

・現庁舎の延床面積は約4,000㎡ですが、防災ृકড়ૣකਃચをౄ実
させる為に約1,000㎡を加算し、約5,000㎡と想定します。

・今後の計画の中で、検討を重ね庁舎面積を決めていきます。

基礎



4.庁舎の規模等

（（（（２２２２））））駐車場等駐車場等駐車場等駐車場等

各種会議や検診時など、来庁者が集中する時期や
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時間帯に駐車スペースが不足している。

「基本計画」策定時に必要駐車スペースを算出
し、敷地敷地敷地敷地をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用することをすることをすることをすることを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。



5.建設費用及び財源等
（１）建設費用（概算）

新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設にににに要要要要するするするする経費経費経費経費はははは、、、、約約約約23232323億億億億8888千万円千万円千万円千万円とととと想定想定想定想定（（（（庁舎面積庁舎面積庁舎面積庁舎面積：：：：5,0005,0005,0005,000㎡）㎡）㎡）㎡）
しますしますしますします。。。。（近年新庁舎建設が進められている他市町村の工事単価を参考に算出したもの）

区分 概算事業費
新庁舎建設本体工事等 ２３億８千万円
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※上記には、備品類等の購入費、電話・ＬＡＮ等移設費、移転費、交通網

基盤整備等は含まれていません。

新庁舎建設本体工事等 ２３億８千万円
付帯工事等 ４億７千３百万円
捶મ等 １億４千７百万円

総事業費合計 ３０億円



5.建設費用及び財源等
（２）財源

新庁舎建設に係る財源は

「緊急防災・減災事業債（町債）」
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「緊急防災・減災事業債（町債）」

「新庁舎建設基金（貯金）」

を活用することとします。



5.建設費用及び財源等
（２）財源

区 分 事 業 費 備 考

緊急防災・減災事業債（町債） 18億3,000万円 緊急防災・減災事業債のৌ拺拘২額
（ 144名×35.3㎡/名×361千円/㎡ ）

総事業費合計額を３０億円とした時の財源の内訳
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緊急防災・減災事業債（町債） 18億3,000万円 （ 144名×35.3㎡/名×361千円/㎡ ）

新庁舎建設੦স・ಹ拉౺ 11億7,000万円 総事業費から緊急防災・減災事業債を
除いた額

総事業費合計額 30億円

※ 庁舎拪備にౄਊ૭ચな੦স拑高(ฅস)：約42億9,000万円（H28ফ২拢）



5.建設費用及び財源等
（２）財源

町の実質負担額について
区 分 স 額

総事業費合計額 30億円

緊急防災・減災事業債（町債）借入額 Ａ 18億3,000万円
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緊急防災・減災事業債（町債）借入額 Ａ 18億3,000万円

੪সとਹඅの拮ੋ額 Ｂ（Ａ+ਹඅ分） 20億1,000万円

新庁舎建設੦স・ಹ拉౺ Ｃ 11億7,000万円

建設費用 Ｄ（Ｂ+Ｃ） 31億8,000万円

交付税として戻ってくる額 Ｅ（Ｂ×70％） 14億円

町の実質負担合計額 Ｄ－Ｅ 17億8,000万円



5.建設費用及び財源等
（２）財源 ～イメージ例～
例）乙島太郎さん（職業：自営業）が3,000万円の住宅建築を計画していました。
そんな中、利息を含んだ住宅ローン返済額の内、70％分が戻ってくる、有利な
住宅ローン（緊急防災・減災事業債にあたる）を活用できる事になりました。

◎ローン試算 ・住宅建築費：3,000万円（貯金4,000万円）

35

◎ローン試算 ・住宅建築費：3,000万円（貯金4,000万円）
・頭 金：1,170万円（Ａ）
・住宅ローン借入額+利息：2,010万円

戻ってくる70％分：1,400万円

乙島太郎さんの実質負担額：1,780万円万円万円万円 （（（（（Ａ）+（Ｂ）））））

差額
610万円（Ｂ）

（※有利な住宅ローンが活用できない場合は全額自己負担となる。）



6.事業者選定の考え方

●事業者選定に当たっては、公平性、透明性、客観性が確保される最善の方法

であること。

●基本計画、基本設計、実施設計はその連動性に特に配慮し、相互が一体と
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●基本計画、基本設計、実施設計はその連動性に特に配慮し、相互が一体と

なって効率的に機能し相乗的な効果が発揮できるよう、豊富な経験、高度な

技術、最適な創造力を持つ事業者を採用できる手法を検討します。

●新庁舎建設に伴う地元経済への波及効果を促進する方策についても事業者

選定手法の検討の中で配慮します。



7.新庁舎建設に向けた進め方
◎平成２ڵফڴعڳাに策定

基
本

町議会
新庁舎建設
町民審議会
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本
構
想

新庁舎建設
検討委員会

新庁舎建設
作業部会

町民アンケート

パブリックコメント
（意見募集）

住民説明会
町広報等周知



7.新庁舎建設に向けた進め方

基
本

町議会
新庁舎建設
町民審議会

◎平成２ڵফ২内に策定匨定
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本
計
画

新庁舎建設
検討委員会

新庁舎建設
作業部会

パブリックコメント
（意見募集）

町広報等周知



7.新庁舎建設に向けた進め方

基
本

町議会

◎平成３０ফ২から策定匨定
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新庁舎建設
検討委員会

本
設
計

新庁舎建設
作業部会

町広報等周知



7.新庁舎建設に向けた進め方

実施設計

◎基本設計策定匆ఋ
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建設工事

新庁舎完成



成２ڵফ২ 成３０ফ২ 成３１ফ২ 成３２ফ২

8.8.8.8.事業事業事業事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

基本構想基本構想基本構想基本構想
（（（（基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針）

基本計画基本計画基本計画基本計画
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地質調査 基本・実施設計
（具体的な計画）

オフィス環境整備計画

建設工事

基本計画基本計画基本計画基本計画
（（（（具体的具体的具体的具体的なななな方針方針方針方針））））



9.9.9.9.おわりにおわりにおわりにおわりに

基本構想の策定の為に、７月３日（月）から１４日（金）の

期間にパブリックコメントを実施します。

詳しくは、町広報７月号・ホームページをご覧ください。
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詳しくは、町広報７月号・ホームページをご覧ください。

今後も、町民の皆様方からのご意見、ご提言等をお聴き

しながら進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。



新庁舎建設に関する住民説明会
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ごごごご清聴清聴清聴清聴ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。


